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議員提出第１号議案 

 

 大阪府議会委員会条例一部改正の件 

 

 大阪府議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 



大 阪 府 条 例 第    号  

   大 阪 府 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 大 阪 府 議 会 委 員 会 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 大 阪 府 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

改 正 後  改 正 前  

  

（ 委 員 会 の 公 開 等 ）  

第 十 六 条  委 員 会 は 、 こ れ を 公 開 す る 。 た だ

し 、 委 員 会 の 議 決 に よ り 秘 密 会 と す る こ と が

で き る 。  

２  前 項 た だ し 書 の 規 定 に か か わ ら ず 、 オ ン ラ

イ ン を 活 用 し た 委 員 会 に お い て は 秘 密 会 と す

る こ と が で き な い 。  

３ （ 略 ）  

４  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 傍 聴 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 議 長 が 別 に 定 め る 。  
 
 

第 十 七 条  削 除  

（ 傍 聴 の 取 扱 い ）  

第 十 六 条  議 員 は 、 委 員 会 の 会 議 を 傍 聴 す る こ

と が で き る 。 そ の 他 の 傍 聴 人 に つ い て は 、 委

員 長 が 会 議 に 諮 つ て 決 め る 。 
 
 
 

２ （ 略 ）  
 
 
 

（ 秘 密 会 ）  

第 十 七 条  委 員 会 は 、 そ の 議 決 で 秘 密 会 と す る

こ と が で き る 。 た だ し 、 オ ン ラ イ ン を 活 用 し

た 委 員 会 に お い て は 秘 密 会 と す る こ と が で き

な い 。  



提 案 理 由 

 

 府議会の透明性をさらに高めることを目的として、議会運営委員会を

これまでの制限公開から全面公開とするため、現行条例の一部を改正す

るものである。 


